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定期的に作成される行政文書の移管について 
 
 

歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について

（平成 13 年３月 30 日閣議決定）を実施するため、毎年又は隔年等に定期的に

作成される行政文書のうち下記のものについて各行政機関の長から移管を受け

ることとする。 
 なお、移管を受ける行政文書の作成過程に関する文書等関連する文書で重要

なものは、引き続き移管を受けることとする。 
 

記 
 

分類区分 移管を受ける行政文書 関係府省庁等

・予算書（一般会計予算、特別会計予算及

び政府関係機関予算の当初予算及び補正

予算） 

・財政法第 28 条による予算参考書類 

・予算及び財政投融資計画の説明 

・決算書（一般会計、特別会計及び政府関

係機関） 

・決算参照書（一般会計等及び特別会計） 

・決算の説明 

・主計簿 

・税制改正の要綱 

財務省 

 

予算・決算関係 

 

・予算各目明細書（一般会計予算及び特別

会計予算の当初予算及び補正予算） 

・概算要求書及び概算要求説明資料（財務

省に提出したもの） 

・決算報告書及び決算分析調書（財務省に

提出したもの） 

・税制改正要望（財務省に提出したもの） 

各府省庁等 

年次報告書等関

係 
年次報告書等（法律に基づかないものも含

む） 

各府省庁等 

政策評価、行政

評価・監視関係 

・行政評価・監視又は行政監察結果報告書

及びこれに基づく勧告又は通知 

・政策評価書（統一性・総合性確保評価） 

・個別審査結果集（客観性担保評価） 

・政策評価の点検結果 

・政策評価結果の予算要求等への反映状況 

総務省 
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政策評価書 各府省庁等 

・行政機構図 

・機構・定員等審査結果 

総務省 組織・定員関係 

・組織改正要求説明書（総務省に提出した

もの） 

・定員増減理由事項別説明書（総務省に提

出したもの） 

各府省庁等 

法人関係 独立行政法人、国立大学法人、大学共同利

用機関法人、特殊法人及び認可法人の事務

報告書又は事業報告書 

各府省庁等 

・補助金等調書 財務省 補助金、地方交

付税等関係 ・地方財政計画 

・地方財政の運営について（事務次官通知）

の決裁文書 

総務省 

文書管理関係 決裁文書処理簿 各府省庁等 

・日本統計年鑑 

・統計基準年報 

総務省 統計関係 

指定統計調査報告書 各府省庁等 

栄典関係 叙位、叙勲及び褒章の受章者の決定につい

ての決裁文書 

内閣府 

人事院勧告関係 人事院勧告 人事院 
事務の概要等関

係 
各府省庁等又は各部局の事務の概要、事務

必携、業務関係総覧等、業務参考資料とし

て作成又は取得した文書のうち重要なもの 

各府省庁等 

 
 
※「事務の概要等関係」について 
  標記のうち例示として挙げた「事務の概要」及び「事務必携」は、各府省庁等又は各

部局が業務参考資料として作成したものを指す。 
一方、「業務関係総覧等」は、各府省庁等以外により作成（発行等）されたものである

が、各府省庁等の業務に密接に関係し、業務参考資料として取得されているものを指す。 
 

［資料３－９］

資－47




